　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援事業の選定方法

大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱（大阪府地域医療介護総合確保基金事業）第４
条第７項に規定する施設等の選定については、以下のとおりとする。

１　補助要件
　本事業による補助を受ける施設等は、以下を満たすものとする。
（1） 大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱（以下、「大阪府交付要綱」という。）第４条第５項に掲げる大規模修繕を行うこと。
（2） 本事業で導入する介護ロボット・ＩＣＴは、上記１（１）と親和性があること。
（3） 本事業で導入する介護ロボット・ＩＣＴと上記１（１）は、令和８年度中に完了すること。
（4） 課題に即したテクノロジー導入となるよう機器の選定から活用まで、必要に応じて大阪府介護生産性向上支援センターにおける支援を受けること。

２　選定方法
[bookmark: _Hlk225327365]本事業による補助を受ける施設等は、大阪府交付要綱第４条第７項に掲げる施設等のうち、申請のあった施設等（以下、「申請施設等」という。）から、以下、ア、イの順に選定する。
　　ア　大阪府交付要綱第４条第５項により補助対象となっている機器等のうち、「入浴支援機器」に分　　
　　　類され、１台あたり125万円（ただし、導入に付帯して必要となる経費を除く）を超える機器を
　　　導入する施設等であり、かつ、その施設において令和８年度中に実施する大阪府交付要綱第３条第
[bookmark: _Hlk225327672]　３項に掲げる大規模修繕（以下、「第３条第３項の大規模修繕」という。）の金額が500万円以上の
　施設等
イ　ア以外の施設等

[bookmark: _Hlk225328009][bookmark: _Hlk225328033]　なお、ア及びイにおける順位付けは、申請施設等に係る第３条第３項の大規模修繕の金額を、大阪府交付要綱の別表２の３.単位（以下、「補助単位」という。）で除し、築年数を乗じた数（以下、「選定のスコア」とする。）が大きい順に行う。
　また、選定のスコアの算定は、以下によること。
　（１）第３条第３項の大規模修繕は令和８年度に実施していること。ただし、着工及び竣工の年度を問　　
[bookmark: _Hlk225330245]　　　わない。
　（２）申請施設等及び併設する施設等において第３条第３項の大規模修繕を実施する場合、申請施設等に係る当該大規模修繕の金額は、申請施設等及び併設施設等の当該大規模修繕の総額に、総面積に占める申請施設等の面積割合を乗じた額とする。
　（３）施設等の築年数は、当該施設の開所日を起算日とし、令和８年４月１日現在における経過年数と
　　　する。
